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１ 

議案第９８号 

 

   平成２７年度久喜市一般会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、平成27年度久喜

市一般会計歳入歳出決算を、別冊のとおり監査委員の意見を付けて認定に付する。 

 

  平成２８年９月１日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二    

 



２ 

議案第９９号 

 

   平成２７年度久喜市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、平成27年度久喜

市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を、別冊のとおり監査委員の意見を付けて

認定に付する。 

 

  平成２８年９月１日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二 

 



３ 

議案第１００号 

 

   平成２７年度久喜市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、平成27年度久喜

市介護保険特別会計歳入歳出決算を、別冊のとおり監査委員の意見を付けて認定

に付する。 

 

  平成２８年９月１日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二 

 



４ 

議案第１０１号 

 

   平成２７年度久喜市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、平成27年度久喜

市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を、別冊のとおり監査委員の意見を付け

て認定に付する。 

 

  平成２８年９月１日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二 

 



５ 

議案第１０２号 

 

   平成２７年度久喜市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、平成27年度久喜

市下水道事業特別会計歳入歳出決算を、別冊のとおり監査委員の意見を付けて認

定に付する。 

 

  平成２８年９月１日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二 

 



６ 

議案第１０３号 

 

   平成２７年度久喜市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、平成27年度久喜

市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算を、別冊のとおり監査委員の意見を付

けて認定に付する。 

 

  平成２８年９月１日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二 

 



７ 

議案第１０４号 

 

   平成２７年度久喜市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、平成27年度久喜

市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算を、別冊のとおり監査委員の意見を付

けて認定に付する。 

 

  平成２８年９月１日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二 

 



８ 

議案第１０５号 

 

   平成２７年度久喜市土地取得特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、平成27年度久喜

市土地取得特別会計歳入歳出決算を、別冊のとおり監査委員の意見を付けて認定

に付する。 

 

  平成２８年９月１日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二 

 



９ 

議案第１０６号 

 

   平成２７年度久喜市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 

 平成27年度久喜市水道事業会計未処分利益剰余金を別紙のとおり処分したいの

で、議決を求める。 

 

  平成２８年９月１日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二 

 

提案理由 

 未処分利益剰余金を処分したいので、地方公営企業法第32条第2項の規定によ

り、この案を提出するものであります。 

 

 

 

 

 



１０

平成２７年度久喜市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

(単位　円)

減債積立金 建設改良積立金
未処分

利益剰余金
利益剰余金

合計

1,375,009,379 321,057,994 0 1,696,067,373

△ 292,081,174 0 1,190,770,971 898,689,797

△ 292,081,174 0 292,081,174 0

当年度純利益 0 0 898,689,797 898,689,797

平成２７年度末残高 1,082,928,205 321,057,994 1,190,770,971 2,594,757,170

135,524,905 406,574,717 △ 1,190,770,971 △ 648,671,349

処分後残高 1,218,453,110 727,632,711 0 1,946,085,821

減債積立金取崩額

処分額

平成２６年度末残高

平成２７年度変動額

利益剰余金



１１ 

議案第１０７号 

 

   平成２７年度久喜市水道事業会計決算認定について 

 

 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第4項の規定により、平成27年度

久喜市水道事業会計決算を、別冊のとおり監査委員の意見を付けて認定に付する。 

 

  平成２８年９月１日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二 



１２ 

議案第１０８号 

 

   平成２８年度久喜市一般会計補正予算（第４号）について 

 

 平成28年度久喜市一般会計補正予算(第4号)を別冊のとおり提出する。 

 

  平成２８年９月１日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二  

 



１３ 

議案第１０９号 

 

   平成２８年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について 

 

 平成28年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を別冊のとおり提出

する。 

 

  平成２８年９月１日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二 

 



１４ 

議案第１１０号 

 

   平成２８年度久喜市介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

 

 平成28年度久喜市介護保険特別会計補正予算(第1号)を別冊のとおり提出する。 

 

  平成２８年９月１日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二 

 



１５ 

議案第１１１号 

 

   平成２８年度久喜市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 

 

 平成28年度久喜市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を別冊のとおり提

出する。 

 

  平成２８年９月１日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二 

 



１６ 

議案第１１２号 

 

   平成２８年度久喜市下水道事業特別会計補正予算（第１号）について 

 

 平成28年度久喜市下水道事業特別会計補正予算(第1号)を別冊のとおり提出す

る。 

 

  平成２８年９月１日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二 

 



１７ 

議案第１１３号 

 

平成２８年度久喜市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につい

て 

 

 平成28年度久喜市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)を別冊のとおり

提出する。 

 

  平成２８年９月１日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二 

 



１８ 

議案第１１４号 

 

平成２８年度久喜市土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）につい

て 

 

 平成28年度久喜市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)を別冊のとおり

提出する。 

 

  平成２８年９月１日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二 

 



１９ 

議案第１１５号 

 

   平成２８年度久喜市水道事業会計補正予算（第１号）について 

 

 平成28年度久喜市水道事業会計補正予算(第1号)を別冊のとおり提出する。 

 

  平成２８年９月１日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二 

 

 

 



２０ 

議案第１１６号 

 

   久喜市議会議員及び久喜市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の

公営に関する条例の一部を改正する条例 

 

久喜市議会議員及び久喜市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営

に関する条例(平成22年久喜市条例第19号)の一部を次のように改正する。 

第4条第2号ア中「1万5,300円」を「1万5,800円」に改め、同号イ中「7,350

円」を「7,560円」に改める。 

 第9条及び第10条中「7円30銭」を「7円51銭」に改める。 

第13条中「510円48銭」を「525円6銭」に、「30万1,875円」を「31万500円」

に改める。 

    

   附 則 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の久喜市議会議員及び久喜市長の選

挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の規定は、この条例の

施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。 

 

平成２８年９月１日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二    

 

提案理由 

 公職選挙法施行令の一部改正に伴い、これに準じて、選挙運動用自動車の使用、

選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成に係る公費負担額を改定し

たいので、この案を提出するものであります。 



２１ 

議案第１１７号 

 

   久喜市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例 

 

 久喜市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成

22年久喜市条例第44号)の一部を次のように改正する。 

 別表適応指導教室相談員の項の次に次のように加える。 

適応指導教室訪問指導員 日額 7,000 円 

適応指導教室訪問相談員 日額 6,000 円 

心理専門員 日額 24,000 円 

スクールソーシャルワーカー 日額 12,000 円 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

平成２８年９月１日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二    

 

提案理由 

 非常勤特別職の報酬を新たに規定するため、この案を提出するものであります。 



２２ 

議案第１１８号 

 

久喜市東京理科大学教育振興基金条例 

 

(設置) 

第1条 学校法人東京理科大学からの寄附金の趣旨に基づき、本市の教育行政推

進のための事業の資金に充てるため、久喜市東京理科大学教育振興基金(以下

「基金」という。)を設置する。 

(積立て) 

第2条 基金として積み立てる額は、学校法人東京理科大学からの寄附金の額と

する。 

(管理) 

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法

により保管しなければならない。 

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えるこ

とができる。 

(運用益金の処理) 

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金

に編入するものとする。 

(処分) 

第5条 基金は、第1条に規定する教育行政推進のための事業に要する経費に充て

る場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。 

(繰替運用) 

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間

及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することが

できる。 

(委任) 

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

平成２８年９月１日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二    



２３ 

 

提案理由 

 学校法人東京理科大学からの寄附金を有効活用し、教育行政の推進を図るため、

基金を設置したいので、この案を提出するものであります。 



２４ 

議案第１１９号 

 

久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 

 

久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年

久喜市条例第18号)の一部を次のように改正する。 

第28条第7号イの表4階以上の階の部避難用の項及び第43条第7号イの表4階以上

の階の部避難用の項中「外気に向かって開くことのできる窓若しくは排煙設備

(同条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他

有効に排煙することができると認められるものに限る。)を有する付室」を「付

室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定す

る構造を有するものに限る。)」に、「同条第3項第2号、第3号及び第9号」を

「同条第3項第3号、第4号及び第10号」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

平成２８年９月１日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二    

 

提案理由 

 建築基準法施行令の一部改正に伴い、家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める省令が改正されたことから、この案を提出するものであります。 



２５ 

議案第１２０号 

 

   久喜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

 

 久喜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成22年久喜市条例第148号)の一

部を次のように改正する。 

第1条中「一般廃棄物(し尿)(以下「し尿」という。)」を「一般廃棄物(し尿及

び浄化槽汚泥)(以下「し尿等」という。)」に改める。 

第2条並びに第3条第1項及び第2項中「し尿」を「し尿等」に改める。 

第4条の見出し中「し尿処理手数料」を「し尿等処理手数料」に改め、同条第1

項中「し尿」を「し尿等」に改める。 

第5条中「し尿」を「し尿等」に改める。 

第6条第2項中「し尿処理業者」を「し尿等処理業者」に改める。 

第7条中「し尿処理委託業者」を「し尿等処理委託業者」に、「し尿処理業

者」を「し尿等処理業者」に改める。 

別表第2を次のように改める。 

種別 取扱い区分 手数料 

し尿 定額制 普通世帯 基本料金(世帯割) 月額 380 円 

人数割 1 人月額 330 円 

従量制 事務所、事業所、そ

の他の施設及び普通

世帯であって定額制

が適当でない場合 

基本料金(施設割) 月額 380 円 

従量割 36 リットル 330 円 

浄 化 槽

汚泥 

処分のみを行うもの 1 キロリットル 200 円 

別表第2備考1中「し尿」を「し尿等」に改め、同表備考に次のように加える。 

3 し尿(従量制)の手数料を算出する基礎となる数量が36リットル未満のと

きは36リットルとし、36リットルを超えるときは36リットルごとに計算す

る。 

4 浄化槽汚泥の手数料を算出する基礎となる数量が1キロリットル未満のと

きは1キロリットルとし、1キロリットルを超えるときは1キロリットル未

満の端数を四捨五入して計算する。 

 

   附 則 

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。 



２６ 

 

平成２８年９月１日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二    

 

提案理由 

 浄化槽汚泥の処分のみを行うものについて、手数料を新設したいので、この案

を提出するものであります。 



２７ 

議案第１２１号 

 

   工事請負契約の締結について 

 

 次のとおり工事請負契約を締結することについて、議決を求める。 

 

１ 契 約 の 目 的 久喜市同報系防災行政無線設備デジタル化更新工事 

２ 契 約 の 方 法 一般競争入札 

３ 請 負 金 額 1,238,209,200円 

４ 契約の相手方 埼玉県さいたま市浦和区常盤五丁目8番17号 

 東日本電信電話株式会社 

 ビジネス＆オフィス営業推進本部埼玉法人営業部 

           埼玉法人営業部長 町 原 宏 毅 

 

  平成２８年９月１日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二 

 

提案理由 

久喜市同報系防災行政無線設備デジタル化更新工事の請負契約を締結したいの

で、久喜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2

条の規定により、この案を提出するものであります。 

 



２８ 

議案第１２２号 

 

   工事請負契約の締結について 

 

 次のとおり工事請負契約を締結することについて、議決を求める。 

 

 １ 契 約 の 目 的  青葉小学校プール改築（建築）工事  

 ２ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

３ 請 負 金 額  185,652,000円 

 ４ 契約の相手方  埼玉県久喜市南4丁目3番4号 

株式会社高橋組久喜支店 

           久喜支店長 樋 口 芳 宏  

 

  平成２８年９月１日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二 

 

提案理由 

 青葉小学校プール改築（建築）工事の請負契約を締結したいので、久喜市議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、

この案を提出するものであります。 



 

２９ 

議案第１２３号 

 

   町の区域を新たに画することについて 

 

 本市内の町の区域を別紙変更調書のとおり新たに画することについて、議決を

求める。 

 

  平成２８年９月１日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二 

 

提案理由 

 久喜都市計画事業栗橋駅西（栗橋地区）土地区画整理事業の進捗に伴い、従前

の字界では行政遂行上及び土地の維持管理上支障があるので、換地処分後の整備

された道路界をもって、新たな町を画するため、地方自治法第260条第1項の規定

により、この案を提出するものであります。 
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変 更 調 書 

 

 

伊坂北一丁目を画する区域 

 伊坂字外野 252 から 254 までの各一部、256 の 1 の一部、259 の 1 の一部、259 の 2

の一部、伊坂字谷倒 260 の 1 の一部、261 の一部、262 の 1 の一部、262 の 2 の一部、

263 の 1の一部、伊坂字町人新田 501の 1、501の 2、502から 504 まで、505 の 1から

505 の 3 まで、506 の 1、伊坂字干上 506 の 2 の一部、伊坂字町人新田 506 の 3、507

の 1、507 の 2、507 の 4、507 の 5、508、509 の 1 から 509 の 3 まで、510 の 1、510

の 2、511から 514まで、515の 1から 515の 4まで、516から 520まで、521 の 1、521

の 2、522 の 1、522 の 2、523、524、526、527、528 の 1、528 の 2、530、531 の 1 か

ら 531 の 5 まで、532から 534 まで、535 の 1から 535 の 3 まで、536 の 1、536 の 2、

537 の 1、537の 2、538の 1 から 538の 6 まで、539 の 1、539の 2、540、541 の 1 か

ら 541 の 3まで、542 の 1 から 542の 5 まで、543 の 1から 543 の 3 まで、544 の 1、

544 の 2、545、546 の 1、546 の 2、547 から 549 まで、550 の 1 から 550 の 11 まで、

551、571の 1から 571の 3まで、571の 7から 571 の 10まで、572の 1、572 の 2、573

の 1から 573の 3まで、574、575の 1から 575の 3まで、576 の 1から 576の 14まで、

578 の 1、578の 2、579から 582まで、583の 1から 583の 3まで、584から 587まで、

588 の 1から 588の 6まで、589の 1、589 の 2、590 の 1、590の 2、591の 1から 591

の 3まで、592、593、594の 1、594の 2、595から 597 まで、598の 1から 598 の 7ま

で、599から 604まで、605の 2、605の 3、606、伊坂字草場 607の 1から 607 の 4ま

で、609、611、611 の 2 の一部、伊坂字町人新田 612、613 の 1、613 の 2、614、615

の 1 から 615の 3 まで、616 の 1、616の 2、伊坂字草場 617 の 1から 617の 3 まで、

618 の 1 から 618 の 6 まで、619、620、621 の 1、621 の 2、622 の 1、622 の 2、623、

624、625 の 1から 625の 4 まで、626の 1 から 626 の 3まで、627、628 の 1 から 628

の 9まで、629、630、631の 1、631の 2、632の 1、632の 2、633、634、635 の 1、635

の 2、636の 1、636の 2、637、638、639の 1、639の 2、640 から 644まで、645の 1、

645 の 2 の一部、646 の 1 から 646 の 3 まで、647、648、649 の 1 から 649 の 3 まで、
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650 から 653まで、654の 1、654の 2、655の 1、655 の 2、656の 1、656の 2、657の

1、658 の 1、658の 2、659、660の 1、660の 2、661の 1、661の 3から 661の 5まで、

662、663の 1から 663の 3まで、664 の 1から 664 の 6まで、665の 1、665 の 2、665

の 3 の一部、667の一部、668 の 1の一部、668の 3 の一部、669の 1 から 669 の 3ま

で、670、671の 1、671の 2、672の 1、672の 2の一部、672の 3の一部、673 の 1の

一部、674 の 2 の一部、678 の 1 から 678 の 3 までの各一部、679 の一部、680 の 1、

680 の 2、681の 1、681の 2、682 の 1から 682の 3 まで、683 の 1、683 の 2、684 の

1、684 の 2、685、686の 1、686 の 2、689 の一部、690 の 1、690 の 2、691 の一部、

695 の 2 の一部、705、706 の 1 から 706 の 4 まで、709 の 1 から 709 の 4 まで、伊坂

字土取場 1187の 4の一部、1189の 2の一部、1189の 4の一部、1190の 1の一部、1192

の 1の一部、1192の 4の一部、1192の 5の一部、1193 の 1の一部、1194の 1の一部、

1195 の 1 の一部、1195の 2 の一部、1202 の 1、1202 の 2 の一部、1213の 2 の一部、

1234、1237、1239の 1、1239の 2、1240の 1、1240の 4、1242、1245の 2の一部、1247、

1248 の 1 の一部、伊坂字古堤 1822 の 1、1822 の 2 の一部、1825、1826、1827 の 1、

1827 の 3の一部、1905の 2の一部、栗橋中央一丁目 2347の 1、2347の 3の一部、2347

の 4の一部、2348の 1、2348の 3の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路

である公有地の一部 

 

 

伊坂北二丁目を画する区域 

 伊坂字谷倒 263の 1の一部、263の 2の一部、263の 6の一部、264の 1の一部、399

の 1から 399の 3の各一部、伊坂字干上 402の 1、402の 2、403 の 1、403の 2、404、

405 の 1 から 405 の 3 まで、406 の 1 から 406 の 3 まで、407 の 1 から 407 の 3 まで、

408 の 1、408 の 2、409、410 の 1、410 の 2、410 の 4、410 の 7、410 の 8、411 の 1、

411 の 2、412、413、414の 1から 414の 3まで、415 の 1から 415 の 10まで、416 の

1、416 の 2、417の 1 から 417 の 4まで、418、419、420 の 1 から 420 の 3 まで、421

の 1、421 の 2、422 の 1から 422 の 4 まで、423、424、427、428、429の 2、430 の 1

から 430 の 3 まで、432、433、434の 1、434 の 2、435 の 1、435 の 2、436、437 の 1
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から 437 の 10 まで、438 の 1、438 の 3 から 438 の 5 まで、439、440、441 の 1、441

の 2、442 の 1 から 442 の 9 まで、443 の 1 から 443 の 8 まで、443 の 10 から 443 の

13 まで、444 の 1、444の 4、444の 6、444 の 7、445 の 1、445 の 2 の一部、445の 3

の一部、445の 4、445の 5の一部、445の 6、445の 7の一部、455、458、459 の 1か

ら 459 の 3まで、460の 1、460の 2、463、464の 1、464の 2、464の 4、464の 5、466

の 1 から 466の 4 まで、467 の一部、468 の 1、468 の 2、469 の 1 から 469 の 7 まで、

470 の 1から 470の 8まで、471の 1、471の 2、472、473の 1から 473の 6まで、474

の 1、474 の 2、475 から 477 まで、478 の 1、478 の 2、479 の 1 から 479 の 3 まで、

480 の 1 から 480 の 3 まで、481、482、483 の 1、483 の 2、484 の 1、484 の 2、485、

486 の 1から 486の 8まで、487の 1から 487 の 11まで、488の 1から 488の 5まで、

490 の 1 から 490 の 8 まで、491 の 1 から 491 の 9 まで、492 の 1 から 492 の 3 まで、

493、494 の 1から 494の 11まで、495の 1から 495 の 10まで、496、497の 1から 497

の 3まで、498の 1、498の 2、499、500の 1、500の 2、506の 2の一部、伊坂字宝治

戸浦 762の 2、763の 2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の一

部 

 

 

伊坂中央一丁目を画する区域 

 伊坂字干上 444 の 2、444 の 3、445 の 2 の一部、445 の 3の一部、445 の 5 の一部、

445 の 7の一部、450の 2、452の 6、453の 5、454の 2、456の 2、457 の 2、461 の 2、

462 の 2、465の 2、467の一部、伊坂字町人新田 552 の 2、553の 2、554の 1、555の

1、556の 1、564の 1、565の 1、566の 3、567の 2、568の 2、569の 2、570 の 2、伊

坂字草場 645 の 2 の一部、665 の 3 の一部、667の一部、668 の 1 の一部、668 の 3 の

一部、672 の 3 の一部、673 の 1 の一部、673 の 2 の一部、674 の 2 の一部、675 の一

部、676の一部、677の 2、678の 1から 678 の 3までの各一部、678 の 4から 678の 7

まで、679 の一部、687、688、689 の一部、691 の一部、692 から 694 まで、695 の 2

の一部、725 の 2、725の 3、728 の 2、729、730、731 の 3、732 の 2、733、734 の 1、

735 の 2、736の 1、736の 4、739の 1、740の 1、743 の 1、伊坂字宝治戸浦 759の 2、
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伊坂字土取場 1176の 1、1176の 3、1176の 4、1177、1178、1179の 2、1179の 3、1180

の 2から 1180の 4まで、1181の 2、1181の 4、1182 の 1、1182の 2、1183の 3、1184

の 2、1185 の 1、1186の 1、1187の 1 から 1187 の 3 まで、1187 の 4 の一部、1187 の

5 から 1187 の 7 まで、1188、1189 の 1、1189 の 2 の一部、1189 の 3、1189 の 4 の一

部、1189 の 5、1189の 6、1190 の 1 の一部、1190 の 7、1191 の 1、1192 の 1 の一部、

1192 の 2、1192 の 4 の一部、1192の 5 の一部、1193 の 1 の一部、1193 の 2、1194 の

1の一部、1194の 2、1195の 1の一部、1195の 2の一部、1196、1197、1198の 1、1199

の 1、1200 の 1、1201 の 1、1202 の 2 の一部、1203 の 1、1205 のイの乙、1205 の 1、

1206 の 1、1207の 1、1208、1209の 1、1212の 1、1213 の 2の一部、1214の 1、1245

の 1、1245の 2の一部、1245の 3、1248の 1の一部、1249の 1、1249の 2、1250、1252、

1253、1256、1257、1258の 1、1258の 2、1259、1261、1262、伊坂字砂畑 1263 の 1か

ら 1263 の 3 まで、1266の 1、1266の 2 の一部、1266 の 3、1266 の 4、1266 の 5 の一

部、1266の 6、1266の 7、1266の 8の一部、1266の 9の一部、1266の 10、1266 の 11

の一部、1266の 12から 1266の 14まで、1266の 15の一部、1266の 16、1267の一部、

1270、1271の 1から 1271の 3まで、1272の 1、1272の 2、1273の 1から 1273 の 3ま

で、1274 の 1から 1274の 3まで、1275の 2、1275の 3、1276、1277の 2、1277 の 4、

1278 の 2、1278の 3、1314の 2、1314の 3、1315の 4から 1315の 11まで、1316の 2

から 1316の 4まで、1317の 2、1321の 2から 1321の 4まで、1322の 1の一部、1322

の 2から 1322の 4まで、1322の 5の一部、1323 の 2の一部、1324の 1の一部、1324

の 2 から 1324 の 4 まで、1325 の 2 から 1325 の 4 まで、1326 の 1 の一部、1326 の 2

から 1326 の 4 まで、1327 の 2 から 1327 の 4 まで、1327 の 5 の一部、1328 の 1 の一

部、1328の 2から 1328の 4まで、1338 の一部、1338 の 2の一部、1339の 1、1339の

2、1342 の 1、1342 の 2、1343、1344 の 1、1344 の 2、1346、1347、1349 の 1、1349

の 2、1350 の一部、1352、1354 の 1 から 1354 の 3 までの各一部、1364 の一部、1366

の 2、1369 の一部、1372 の一部、1373 の 1 の一部、1376 の 2 の一部、1376 の 4 の一

部、1376 の 7の一部、1376 の 8 の一部、1420の 2 の一部、1420 の 3、1433 の 1 の一

部、1433 の 2 から 1433 の 4 まで、1433 の 5 の一部、1434 の 2 から 1434 の 4 まで、

1434 の 5の一部、1436の 2から 1436の 4まで、1437、1438の 2、1439の 3から 1439



３４ 

の 5まで、1442の 2から 1442の 4まで、1443、1446 の 2、1446の 5、1446 の 6、1447

の 2から 1447の 5まで、1448の 1から 1448の 3まで、1449の 1から 1449の 3まで、

1450 の 1 の一部、1450の 2 から 1450 の 4まで、1450 の 5 の一部、1450 の 6 の一部、

1450 の 8の一部、1454の 2、1454の 3、1455の 2、1456 の 2、1456の 3の一部、1456

の 8 の一部、伊坂字古堤 1821 の 1、1822 の 2 の一部、1827 の 2、1827 の 3 の一部、

1829、1831の 1から 1831の 3まで、1833、1834、1835 の一部、1887の一部、1905の

2 の一部、1906 の 1、栗橋中央一丁目 2347 の 3 の一部、2347 の 4 の一部、2348 の 3

の一部、2349、2350及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の一部 

 

 

伊坂中央二丁目を画する区域 

 伊坂字外野 148の一部、150の 2の一部、152の一部、161の一部、162の一部、187

の 2 の一部、187の 3 の一部、188の 1 の一部、188 の 2 の一部、189 の 1 から 189 の

8まで、190の 2から 190の 4までの各一部、192の 1から 192の 3までの各一部、192

の 4、194、195 の 1 から 195 の 10 まで、196 の 1、196 の 2、197、198 の 1 から 198

の 3まで、199の 1、199の 2、201、202の一部、204、205 の 1、205 の 2、205 の 3の

一部、206 の一部、207、209 の 1、209 の 2、210、211、216、218 の 1 から 218 の 33

まで、219の 3、219の 4、220の 3、220 の 4、221の 2、221 の 3、221の 5、221の 6、

221 の 8から 221の 10まで、224の 1から 224の 4まで、225の 1、225の 2、226の 1、

226 の 2、227 の 1 から 227 の 3 まで、228 の 1 から 228 の 5 まで、228 の 7 から 228

の 10 まで、229の 1、229の 2、230、231、232の 1、232 の 2、233から 235 まで、236

の 1、236 の 2、241、242 の 1、242 の 2、244 の 1、246、247、250 の 1 から 250 の 4

まで、252から 254までの各一部、255 の 1、255の 2、256の 1の一部、256の 4、256

の 6、256の 7、257の 1、257の 2、258の 1から 258 の 3まで、259の 1の一部、259

の 2の一部、伊坂字谷倒 260の 1の一部、260の 2、261の一部、262の 1の一部、262

の 2の一部、262の 3、263の 1の一部、263の 2の一部、263の 6の一部、264 の 1の

一部、264 の 2、264 の 3、265 の 1、265 の 2、266 の 1、266 の 2、267 の 1 から 267

の 4 まで、268の 1 から 268 の 11 まで、268 の 16 から 268 の 24 まで、269 の 1、269
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の 2、270の 1から 270の 4まで、271の 1から 271 の 14まで、272の 1から 272の 7

まで、273 の 1 から 273 の 13 まで、275 の 1 から 275 の 12 まで、276 の 2、276 の 4

から 276の 11まで、277の 1から 277の 16まで、278の 1から 278の 4まで、279の

1 から 279の 3 まで、281 の 1から 281 の 4 まで、282 の 1 から 282 の 5まで、283 の

1から 283の 4まで、285の 1、285の 2、286の 1、286 の 2、287の 1、287の 2、290

の 1から 290の 15まで、291の 1の一部、291の 2の一部、296の 1の一部、296 の 2、

299 の 1の一部、299の 2、299の 3の一部、300の 1の一部、330の 2の一部、346の

2 の一部、347 の一部、348 の一部、350、351 の 1 から 351 の 5 まで、352 の 2、353

の 2の一部、354の 3の一部、354の 4の一部、355の 1の一部、355の 3の一部、355

の 4、356 の 3 の一部、356 の 4 の一部、357 の一部、358 の 1、358 の 2、358 の 3 の

一部、360の 1から 360の 4まで、362、364、365、366 の 1、366 の 2、367の 1、367

の 2、368 の 1、368 の 2、369 の 1、369 の 2、370 の 1 から 370 の 3 まで、373、375

の 1、375 の 2、376の 2、378 の 1 から 378 の 3まで、379 の 1、379 の 4、379 の 5、

382 の 1、382 の 2 の一部、383 の 1 から 383 の 3 まで、388 の 1 から 388 の 3 まで、

390 の 1から 390の 7まで、394の 1から 394 の 8まで、395の 1から 395の 16まで、

397 の 2 から 397の 5まで、398の 2、398 の 5、398 の 6、399の 1から 399 の 3まで

の各一部、伊坂字草場 611の 2の一部、672の 2の一部、673の 1の一部、673の 2の

一部、674の 1、674の 2の一部、674の 3から 674の 6まで、675の一部、676 の一部、

695 の 2の一部、伊坂字砂畑 1350の一部、1354の 1から 1354の 3までの各一部、1356

の 2、1360、1361、1362の一部、1363、1364の一部、1366の 1、1366の 3、1367の一

部、1369 の一部、伊坂字古堤 1835 の一部、1836、1838、1840、1841、1842 の一部、

1843 の一部、1878の一部、1879、1880、1881 の 1、1881の 2、1882、1883、1884の 1、

1884 の 2、1885の 1、1885の 2、1886、1887の一部及びこれらの区域に隣接介在する

道路、水路である公有地の一部 

 

 

伊坂南一丁目を画する区域 

 伊坂字砂畑 1266の 2の一部、1266の 5の一部、1266 の 8の一部、1266の 9の一部、
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1266 の 11の一部、1266の 15の一部、1267の一部、1322の 1の一部、1322の 5の一

部、1323 の 2の一部、1324 の 1 の一部、1326の 1 の一部、1327 の 1、1327 の 5 の一

部、1328 の 1 の一部、1330 の 1、1331、1332 の 1 から 1332 の 3 まで、1334、1336、

1337、1338の一部、1338の 2の一部、1364 の一部、1368 の 1の一部、1368の 2の一

部、1368 の 3、1369 の一部、1372 の一部、1373 の 1 の一部、1373 の 3、1374、1376

の 1、1376の 2の一部、1376の 3、1376の 4の一部、1376の 5、1376の 6、1376の 7

の一部、1376 の 8 の一部、1376 の 9、1376 の 10、1377 の 1、1377 の 2、1378 の 1 か

ら 1378の 3まで、1379の 1、1379の 3、1380の 1、1380の 2、1382、1384の 1、1384

の 2 の一部、1385 の一部、1386 の 1、1386 の 2 の一部、1386 の 3、1386 の 4、1387

の 1、1387 の 2、1390 の 1、1392、1394、1396 の 2、1396 の 16、1397 の 1 から 1397

の 5 まで、1399、1401 の 1、1401 の 2、1402 の 1 から 1402 の 4 まで、1404、1405、

1406 の 1 から 1406 の 6 まで、1407、1408 の 1 から 1408 の 5 まで、1409 の 1、1409

の 2、1410の 1から 1410の 4まで、1411、1412、1413の 1から 1413の 4まで、1414

の 1 から 1414 の 4 まで、1415 の 1 から 1415 の 5 まで、1416 の 1、1416 の 2、1417、

1418 の 1、1418の 3、1419の 1、1419の 2、1420、1420の 2の一部、1421、1423、1424

の 1から 1424の 5まで、1425の 1、1425の 2、1426、1427の 2、1429の 1、1432の 1

から 1432の 9まで、1433の 1の一部、1433の 5の一部、1434の 1、1434の 5の一部、

1450 の 1 の一部、1450の 5 の一部、1450 の 6の一部、1450 の 7、1450 の 8 の一部、

1455 の 3、1456の 1、1456の 3の一部、1456 の 4から 1456の 7まで、1456の 8の一

部、1456の 9、1456の 10、1457の 1、1457の 2、1457 の 4から 1457の 9まで、1458

の 1、1458 の 7 から 1458 の 11 まで、1458 の 13、1458 の 17、1458 の 19、1459 の 3、

1459 の 4、1459の 7 から 1459 の 9 まで、1460 の 1、1460 の 2、1461、1465 の 1から

1465 の 5まで、1466の 1から 1466の 3まで、1467、1468の 1、1468の 2、1469、1472

の 1から 1472の 3まで、1475の 1から 1475の 4まで、1476の 1、1476の 2、1477の

1から 1477の 3まで、1478の 1、1481、1482の 1、1482の 2、1482の 6、伊坂字雨宮

1495 の 1、1495の 4、1496、1497の 1から 1497の 6まで、1498の 1、1498の 2、1498

の 3 の一部、1498 の 4、1498 の 5、1499 の 1、1499 の 2、1499 の 5 から 1499 の 9 ま

で、1503 の 1、1503 の 2、1504 の 1 から 1504 の 3 まで、1505 の 1、1505 の 2、1506
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の 1 から 1506の 8 まで、1507の 2 の一部、1507 の 3 から 1507 の 5まで、1507 の 7、

1507 の 8、1508 の 3 の一部、1508 の 4、1508 の 5、1508 の 6 の一部、1509 の 1 の一

部、1509 の 2、1509の 5 から 1509 の 10までの各一部、1509 の 12の一部、1512 の 1

の一部、1516の 2、1517の 2の一部、1517の 3、1518 の 2、1518の 3、1519、1520の

1から 1520の 4まで、1521の 2、1522の 1から 1522の 9まで、1523の 2、1524 の 1、

1524 の 2、1525、1526の 1、1526の 3、1531の 1の一部、1532の 2、1533の 2の一部、

1533 の 3、1533の 4、1536の 1から 1536の 3まで、1536の 7、1539の 2、1540の 1、

1540 の 3、伊坂字古堤 1847 の一部、1849、1853、1854、1856、1857 の 1、1857 の 6、

1858 の 1から 1858の 3まで、1859、1860の 1から 1860の 3までの各一部、1860の 4、

1860 の 5、1861 の 1、1861 の 2、1866 の一部、1867 の 1 の一部、1867 の 2 の一部、

1869 の一部、1872 の 1 の一部、松永字星ノ宮 344 の 1 の一部、344 の 2、松永字切戸

崎 517 の 2、519 の 1、519 の 3、520、522、525 の 1、527 の 2、528 の 1、528 の 2、

529、530、532、533、534 の 1 から 534 の 3 まで、535 の 1、535 の 2、535 の 4、535

の 5、536 の 2、536 の 3、537 の 1、537 の 2、539 の 1、539 の 2、540 から 542 まで、

543 の 1、543の 2、544の 1、544の 3、544の 4、松永字古堤 740の 1の一部、740の

2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の一部 

 

 

伊坂南二丁目を画する区域 

 伊坂字外野 1 の 1、1 の 2、5 の 2、8 の 2、12、13 の 2、15 の 2、21 の 2、22 の 2、

24 の 1、24の 4 から 24の 7 まで、25、26の 1から 26の 10 まで、28の 1、28 の 3、

29 の 1、29の 3から 29の 6まで、31の 2から 31の 6まで、32、33の 1、33の 2、34

の 1 から 34 の 3 まで、35 の 1、35の 2、36、38、40、41の 1、41の 2、43、44 の 1、

45 の 1から 45の 4まで、46の 1、46の 2、48の 1、49の 1から 49の 4まで、50、51

の 1 から 51 の 3 まで、53 の 2、54の 4から 54の 6 まで、73 の 1 から 73 の 3 まで、

77 の 1 から 77 の 12 まで、78 の 1 の一部、78 の 3、78 の 6 から 78 の 9 まで、78 の

11、79 の 1、79の 4から 79の 9まで、80の 1の一部、80の 2、100の 1の一部、110

の 2の一部、111の 1の一部、111の 3の一部、112、113の 2から 113の 9まで、116



３８ 

の 1、117 の 1から 117の 8まで、119の 1、119の 2、121の 1から 121の 3まで、122

の 1、122 の 2、124 の 1 から 124 の 4 まで、125、126、127 の 1、127 の 2、129 の 1

から 129の 5まで、130、131の 1、131の 2、133から 136まで、143、145の 1、146、

148 の一部、150 の 2の一部、152の一部、154の 1 から 154 の 3まで、158 の 1、158

の 3、158 の 4、159の 1、159の 2、160の 1、160の 2、161の一部、162の一部、163、

164、166、167 の一部、168 の 1、168 の 2、168 の 3 の一部、168 の 4 の一部、169の

1から 169の 12まで、170の 1から 170の 6まで、171 の 1から 171の 4まで、173 の

3の一部、173の 4の一部、173の 5、174の 2、174 の 3、174の 5の一部、174 の 6の

一部、175の 1から 175の 5まで、175 の 6の一部、179 の 7の一部、186の一部、187

の 1 の一部、190 の 1、190 の 2 の一部、192 の 1 から 192 の 3 までの各一部、202 の

一部、205の 3の一部、206の一部、伊坂字砂畑 1362 の一部、1367の一部、1368 の 1

の一部、1368の 2の一部、1368の 4、1369の一部、1384 の 2の一部、1384の 3、1385

の一部、1386 の 2 の一部、伊坂字古堤 1842 の一部、1843 の一部、1844、1845 の 1、

1845 の 2、1846、1847 の一部、1860 の 1 から 1860 の 3 までの各一部、1862、1863、

1864 の 1から 1864の 3まで、1866の一部、1867の 1の一部、1867の 2の一部、1869

の一部、1872の 1の一部、1872の 3、1872の 4、1873、1876、1877、1878の一部、松

永字権現前 296 の 3、296 の 10 の一部、312 の 1、312 の 2 の一部、312の 3 の一部、

313 の 2、314 の 6 から 314 の 8 まで、316 の 3、317、331 の 2、339 の 5、342 の 1、

342 の 4、343 の 2、343 の 6 から 343 の 8 まで、松永字古堤 741 の 1 から 741 の 4 ま

で、742 の 2、742 の 3、742 の 5 及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である

公有地の一部 

 

 

伊坂南三丁目を画する区域 

 伊坂字外野 64の 2、65の 2、67の 1から 67の 4まで、69の 3、69の 4、78の 1の

一部、80 の 1 の一部、80 の 3、82、83 の 1 から 83 の 9 まで、84 の 3 から 84 の 7 ま

で、85、86の 1、86の 2、87の 1から 87の 4まで、88の 1から 88の 4まで、89の 1

から 89の 7まで、90の 2、91の 1、91の 2、92の 1、92の 2、94の 1から 94の 4ま
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で、95 の 1、95 の 2、96 の 1から 96 の 9 まで、97 の 1 から 97の 14まで、98 の 1、

98 の 3、99の 1、99の 2、99の 4から 99の 6まで、100の 1の一部、100の 2から 100

の 7 まで、101 の 4、101 の 6、102 の 3、103 の 1、103 の 2、104の 2、105 の 1、106

の 1、106 の 2、106の 4、107の 3、107の 7、107の 8、108の 1、108の 2、108の 5、

109 の 3、110の 1、110の 2 の一部、111 の 1 の一部、111の 3 の一部、167 の一部、

168 の 3 の一部、168 の 4 の一部、173 の 1、173 の 2、173 の 3 の一部、173 の 4 の一

部、174 の 1、174 の 4、174 の 5 の一部、174 の 6 の一部、175 の 6 の一部、178 の 2

から 178の 6まで、179の 1から 179の 5まで、179 の 7の一部、180 の 1から 180の

8まで、181の 1から 181の 6まで、182 の 2から 182 の 12まで、183の 1から 183 の

5まで、184の 1から 184の 6まで、186の一部、187 の 1から 187の 3までの各一部、

188 の 1の一部、188の 2の一部、188の 3、188の 4、190 の 2から 190の 4までの各

一部、伊坂字谷倒 291の 1の一部、291の 2の一部、295の 1、295の 2、296 の 1の一

部、298 の 1、298の 2、299の 1の一部、299の 3の一部、299の 4、300の 1の一部、

300 の 2、300の 3、301の 1から 301の 3まで、303 の 1から 303の 4まで、304 の 1、

304 の 2、305の 1から 305 の 13 まで、306 の 2から 306 の 4 まで、306 の 7 から 306

の 10 まで、307 の 1、307 の 2、309の 2 から 309 の 5まで、311の 1 から 311 の 7ま

で、312 の 1から 312の 5まで、314の 1、314の 3から 314 の 8まで、314 の 14から

314 の 18 まで、316 の 2、317 の 1 から 317 の 3 まで、317 の 5 から 317 の 12 まで、

318 の 1、318の 2、318の 6 から 318の 9 まで、319 の 2、321の 1、321の 3、321 の

5、321 の 6、322の 1、322の 2、323の 1、323の 3から 323 の 5まで、324 の 1、324

の 3、324 の 4、324の 7、325の 1、325の 3、325の 5、325の 7、325の 8、325の 11、

325 の 12、326の 2、326の 4、326の 7、327の 1から 327の 3まで、327の 7から 327

の 9 まで、328 の 1、328 の 3、328 の 7、328 の 9 から 328 の 11 まで、329 の 3 から

329 の 6まで、330の 1、330の 2の一部、331の 1、331の 4、332の 3、332の 5、334

の 1、334の 3、335の 1、335の 2、336の 1から 336 の 5まで、337 の 1から 337の 3

まで、340 の 1から 340の 5 まで、342 の 1、342 の 3、342 の 4、343の 2 から 343 の

4まで、344の 3、344の 4、345の 1、345の 4、345 の 6、345の 8、345の 10、345の

11、345 の 13から 345の 17 まで、346 の 1、346 の 2 の一部、346 の 3から 346 の 11
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まで、347 の一部、348の一部、353の 2の一部、354の 1、354の 2、354の 3の一部、

354 の 4の一部、354の 5、354の 7、354の 8、355の 1の一部、355 の 2、355 の 3の

一部、355の 5、355の 6、356 の 1、356 の 2、356 の 3 の一部、356 の 4の一部、356

の 5、357の一部、358の 3の一部、382の 2の一部、松永字古利根川附 193 の 3、195

の 4、196 の 1、197の 1、197の 4、198の 1、198の 3、201の 1、205の 1、210の 1、

212 の 1、213 の 1、213 の 3、216 の 1、219 の 1、219 の 5、220 の 1、221 の 1、223

の 1、224 の 1、224 の 3 から 224 の 5 まで、225 の 1、225 の 2、226、227、228 の 1

から 228 の 3 まで、229 の 1 から 229 の 3 まで、230 の 1、230 の 2、231、232、234、

237、238 の 1 から 238 の 4 まで、239 の 1、239 の 5、239 の 7、240 の 3、264 の 1、

264 の 4、266、267、270、272の 1から 272の 3まで、273の 1から 273の 3まで、274

の 1から 274の 3まで、松永字権現前 275の 1、275の 2、276の 1から 276の 3まで、

277 の 1から 277の 4まで、278、280の 1から 280の 9まで、281の 1、281の 2、282

の 1から 282の 10まで、283の 1、283の 4、283の 6、283の 7、283 の 10、283 の 12、

296 の 5から 296の 9まで、296の 10の一部、296の 13から 296の 16まで、300 の 2、

300 の 3、300の 5、306、308 の 1、308 の 2、309 の 1 から 309 の 4まで、310 の 1 か

ら 310 の 4まで、311の 2、311の 3、312の 2の一部、312の 3の一部及びこれらの区

域に隣接介在する道路、水路である公有地の一部 

 

 

松永一丁目を画する区域 

 伊坂字雨宮 1498の 3の一部、1507の 2の一部、1508 の 3の一部、1508の 6の一部、

1509 の 1の一部、1509の 3、1509の 4、1509の 5から 1509の 10までの各一部、1509

の 11、1509の 12の一部、1509の 13、1509の 14、1511の 1から 1511の 3まで、1512

の 1 の一部、1512の 2、1517 の 2の一部、1529 の 1、1529 の 3 から 1529 の 12 まで、

1530 の 1、1530 の 2、1530 の 4、1531 の 1 の一部、1533 の 2 の一部、松永字星ノ宮

344 の 1 の一部、345、346 の 1 から 346 の 3 まで、347 の 1 から 347 の 4 まで、348、

351 の 1 から 351 の 4 まで、352、353 の 1、353 の 2、354 の 1、356 の 1、356 の 2、

356 の 4、356の 5、357の 1、357の 4、361の 1から 361の 3まで、361の 5から 361
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の 9まで、362、松永字古堤 740の 1の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水

路である公有地の一部 
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報告第９号 

 

   継続費精算報告について 

 

 平成27年度久喜市一般会計予算の継続費に係る本庁舎耐震化整備事業及び久喜

小学校プール改築事業が完了したので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)

第145条第2項の規定により、別紙のとおり報告する。 

 

  平成２８年９月１日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二 



 ４３　　　　　　　３

特　　定　　財　　源 特　　定　　財　　源 特　　定　　財　　源

国県支出金 地方債 その他 国県支出金 地方債 その他 国県支出金 地方債 その他

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

25 885,379,000 0 885,300,000 0 79,000 98,870,000 0 98,800,000 0 70,000 786,509,000 0 786,500,000 0 9,000

26 0 0 0 0 0 214,274,950 0 195,200,000 0 19,074,950 △ 214,274,950 0 △ 195,200,000 0 △ 19,074,950

27 448,808,000 0 374,900,000 0 73,908,000 966,311,646 0 905,500,000 0 60,811,646 △ 517,503,646 0 △ 530,600,000 0 13,096,354

計 1,334,187,000 0 1,260,200,000 0 73,987,000 1,279,456,596 0 1,199,500,000 0 79,956,596 54,730,404 0 60,700,000 0 △ 5,969,596

25 318,000,000 13,659,000 300,300,000 0 4,041,000 0 0 0 0 0 318,000,000 13,659,000 300,300,000 0 4,041,000

26 0 0 0 0 0 108,795,320 10,367,000 90,200,000 0 8,228,320 △ 108,795,320 △ 10,367,000 △ 90,200,000 0 △ 8,228,320

27 4,000,000 0 0 0 4,000,000 126,238,600 11,776,000 113,100,000 0 1,362,600 △ 122,238,600 △ 11,776,000 △ 113,100,000 0 2,637,400

計 322,000,000 13,659,000 300,300,000 0 8,041,000 235,033,920 22,143,000 203,300,000 0 9,590,920 86,966,080 △ 8,484,000 97,000,000 0 △ 1,549,920

２総務費 1総務管理費
本庁舎耐震化整
備事業

１０教育費 ２小学校費
久喜小学校プー
ル改築事業

平成２７年度久喜市継続費精算報告書

款 項 事業名
年度

左　　の　　財　　源　　内　　訳

支出済額

実　　　　　　　　　　績 比　　　　　　　　　　較全        　体　　　　　計　　　　　画

年割額
年割額と支出

済額の差

左　　の　　財　　源　　内　　訳

一般財源 一般財源 一般財源

左　　の　　財　　源　　内　　訳
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報告第１０号 

 

   継続費精算報告について 

 

 平成27年度久喜市水道事業の継続費に係る鷲宮浄水場中央監視設備更新及び県

水受水施設設置工事が完了したので、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403

号)第18条の2第2項の規定により、別紙のとおり報告する。 

 

  平成２８年９月１日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二 

 



 ４５　　　　　　　５

国庫補助金 企業債
損益勘定
留保資金

国庫補助金 企業債
損益勘定
留保資金

国庫補助金 企業債
損益勘定
留保資金

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 642,872,000 0 0 642,872,000 557,104,000 0 0 557,104,000 85,768,000 0 0 85,768,000

27 83,860,000 0 0 83,860,000 110,033,600 0 0 110,033,600 △ 26,173,600 0 0 △ 26,173,600

726,732,000 0 0 726,732,000 667,137,600 0 0 667,137,600 59,594,400 0 0 59,594,400

平成２７年度久喜市水道事業継続費精算報告書

款 項 事業名

計

１資本的支出 １建設改良費

鷲宮浄水場中央
監視設備更新及
び県水受水施設
設置工事

左　　の　　財　　源　　内　　訳 左　　の　　財　　源　　内　　訳左　　の　　財　　源　　内　　訳

比　　　　　　　　　　較

支払義務
発生額

全        　体　　　　　計　　　　　画

年度 年割額と
支払義務

発生額の差

実　　　　　　　　　　績

年割額
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報告第１１号 

 

   平成２７年度決算に係る財政健全化に関する比率の報告について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及

び第22条第1項の規定により、平成27年度における久喜市の健全化判断比率及び

資金不足比率を、別紙のとおり監査委員の意見を付けて報告する。 

 

  平成２８年９月１日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二 
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財政健全化に関する比率 

 

 健全化判断比率                    （単位：％） 

 実 質 赤 字 比 率    － （ １１．７８ ）  

 連 結 実 質 赤 字 比 率    － （ １６．７８ ）  

 実 質 公 債 費 比 率  ８．３   （ ２５．０ ）  

 将 来 負 担 比 率  ４９．９   （ ３５０．０ ）  

 備考 

 １ 実質赤字額及び連結実質赤字額が生じていないことから、実質赤字比 

  率及び連結実質赤字比率については、「－」を記載しています。 

 ２ 早期健全化基準を、括弧内に記載しています。 

 

 

 資金不足比率                     （単位：％） 

 下 水 道 事 業 特 別 会 計    － （ ２０．０ ）  

 農業集落排水事業特別会計    － （ ２０．０ ）  

 土地区画整理事業特別会計    － （ ２０．０ ）  

  水 道 事 業 会 計    － （ ２０．０ ）  

備考 

 １ いずれの特別会計においても資金不足額が生じていないことから、資 

  金不足比率については、「－」を記載しています。 

 ２ 経営健全化基準を、括弧内に記載しています。 
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久 監 査 第 ２ ４ ０ 号 
 

平成２８年８月９日 
 
 
 
久喜市長  田 中 暄 二 様 
  
 
 

久喜市監査委員 矢 島   隆 
 

久喜市監査委員 並 木 隆 一 
 
 
 
 
     財政健全化審査意見の提出について 
 
 
 
 
 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に 
 
より審査に付された平成２７年度決算に係る健全化判断比率及びそ 
 
の算定の基礎となる事項を記載した書類を審査したので、別紙のと 
 
おりその意見を提出する。 
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別紙 

平成２７年度 財政健全化審査意見書 

 
１ 審査の概要 

この財政健全化審査は、市長から提出された健全化判断比率及びその算定

の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼と

して実施した。 
 

２ 審査の結果 
(１)  総合意見 

審査に付された下記、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を

記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 
記 

（単位：％） 
健全化判断比率 平成 27 年度 平成 26 年度 早期健全化基準 

① 実質赤字比率 ― ― 11.78 
② 連結実質赤字比率 ― ― 16.78 
③ 実質公債費比率 8.3 9.0 25.0 
④ 将来負担比率 49.9 51.5 350.0 
 

(２)  個別意見 
① 実質赤字比率について 

平成 27 年度一般会計等の実質収支は黒字となっており、実質赤字比

率は早期健全化基準の 11.78％と比較すると、良好な状態にあると認め

られる。 
② 連結実質赤字比率について 

平成 27 年度の連結実質収支は黒字となっており、連結実質赤字比率

は早期健全化基準の 16.78％と比較すると、良好な状態にあると認めら

れる。 
③ 実質公債費比率について 
   平成 27 年度の実質公債費比率は 8.3％となっており、前年度より 0.7

ポイントの減となった。 
早期健全化基準の 25.0％と比較すると、これを下回り良好な状態にあ

ると認められる。 
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④ 将来負担比率について 
   平成 27 年度の将来負担比率は 49.9％となっており、前年度より 1.6

ポイントの減となった。 
早期健全化基準の 350.0％と比較すると、これを下回り良好な状態に

あると認められる。 
 

 (３)  是正改善を要する事項 
指摘すべき事項は特にない。 
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久 監 査 第 ２ ４ ２ 号 
 

平成２８年８月９日 
 
 
 
久喜市長  田 中 暄 二 様 
  
 
 

久喜市監査委員 矢 島   隆 
 

久喜市監査委員 並 木 隆 一 
 
 
 
 
     経営健全化審査意見の提出について 
 
 
 
 
 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定 
 
により審査に付された平成２７年度決算に係る資金不足比率及びそ 
 
の算定の基礎となる事項を記載した書類を審査したので、別紙のと 
 
おりその意見を提出する。 
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別紙１ 
 

平成２７年度 下水道事業特別会計 (法非適用企業)  
経営健全化審査意見書 

 
１ 審査の概要 

この経営健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の

基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼とし

て実施した。 
 

２ 審査の結果  
(１) 総合意見 

審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 
記 

比率名 平成 27 年度 平成 26 年度 経営健全化基準 
 

 ①資金不足比率 
 

 
― 

 
― 

(％) 
20.0 

 
(２)  個別意見 

資金の不足は生じていないことから、資金不足比率は経営健全化基準の

20.0％と比較すると、良好な状態にあると認められる。 
 

(３) 是正改善を要する事項 
指摘すべき事項は特にない。 
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別紙２ 
 

平成２７年度 農業集落排水事業特別会計 (法非適用企業) 
経営健全化審査意見書 

 
１ 審査の概要 

この経営健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の

基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼とし

て実施した。 
 

２ 審査の結果 
(１)  総合意見 

審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 
記 

比率名 平成 27 年度 平成 26 年度 経営健全化基準 
 

 ①資金不足比率 
 

 
― 

 
― 

(％) 
20.0 

 
(２)  個別意見 

資金の不足は生じていないことから、資金不足比率は経営健全化基準の

20.0％と比較すると、良好な状態にあると認められる。 
 

(３)  是正改善を要する事項 
指摘すべき事項は特にない。 
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別紙３ 
 

平成２７年度 土地区画整理事業特別会計 (法非適用企業) 
経営健全化審査意見書 

 
１ 審査の概要 

この経営健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の

基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼とし

て実施した。 
 

２ 審査の結果 
(１)  総合意見 

審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 
記 

比率名 平成 27 年度 平成 26 年度 経営健全化基準 
 

 ①資金不足比率 
 

 
― 

 
― 

(％) 
20.0 

 
(２)  個別意見 

資金の不足は生じていないことから、資金不足比率は経営健全化基準の

20.0％と比較すると、良好な状態にあると認められる。 
 
(３)  是正改善を要する事項 

指摘すべき事項は特にない。 
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別紙４ 
 

平成２７年度 水道事業会計経営健全化審査意見書 
 
１ 審査の概要 

この経営健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の

基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼とし

て実施した。 
 

２ 審査の結果 
(１)  総合意見 

審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 
記 

比率名 平成 27 年度 平成 26 年度 経営健全化基準 
 

 ①資金不足比率 
 

 
― 

 
― 

(％) 
20.0 

 
(２) 個別意見 

     資金の不足は生じていないことから、資金不足比率は経営健全化基準の

20.0％と比較すると、良好な状態にあると認められる。 
 

(３) 是正改善を要する事項 
指摘すべき事項は特にない。 

 
 
 


	9定-00 議案表紙＆目次
	9定-98 決算認定
	9定-99 決算認定
	9定-100 決算認定
	9定-101 決算認定
	9定-102 決算認定
	9定-103 決算認定
	9定-104 決算認定
	9定-105 決算認定
	9定-106 水道（利益処分案）
	9定-106
	議案第106号

	9定-107 水道（決算認定）
	9定-108 補正予算
	9定-109 補正予算
	9定-110 補正予算
	9定-111 補正予算
	9定-112 補正予算
	9定-113 補正予算
	9定-114 補正予算
	9定-115 補正予算
	9定-116 選挙における公営に関する条例
	9定-117 非常勤特別職報酬条例
	9定-118 東京理科大学教育振興基金条例
	9定-119 家庭的保育
	9定-120 廃棄物条例
	9定-121 契約の締結（防災行政無線）
	9定-122 契約の締結（青葉小学校）
	9定-123-1 町を画する
	9定-123-2 町を画する変更調書
	9定-報9-1 継続費報告（一般）
	9定-報9-2 継続費計算書（一般）
	○調書

	9定-報10-1 継続費報告（水道）
	9定-報10-2 継続費計算書（水道）
	継続費

	9定-報11-1 財政健全化比率
	9定-報11-2 財政健全化比率報告書
	9定-報11-3 財政健全化審査意見提出鑑
	9定-報11-4 財政健全化意見書
	9定-報11-5 経営健全化審査意見提出鑑
	9定-報11-6 経営健全化意見書

